
記

１

／／
別韓 多様式 (第11条、第13条、第14条関係)

た 1該 当する□には、ウ印を記入[て ください。特定す業者以外で自主参加される首業者の方は、レ印の記入は不要です。
2 r基 準年度」をは計画期間の前年度を 「 目標年度Jと は計画期間の最終年度をいいます。
3「 事実所等排出区分」とは 京 都府内の事景所年の章紫活動いためのエネルギーの使用にfrい発生する温宝効果メスを、

分どとは、自動車運と車業者については,用 のホ処の位置を京都府内とする車両の排LLlする温室効果〃スを、鉄道苺来を1
嫁物車両又は旅客車両の排出する温宮効果ノスを、 「そのlL排出区分Jと rせ、主記以タトの京都市内!こおける事業所等の手:
る温隻効果ガスをいいます。

4「 特記事項Jに は、拘戎2年度 (1990年 度)を 基・lFとした排出量の対比やエネルギー原単位CO非 山量、省エネ製品
効果ノス探山肖Ⅲ滅への貢献、グツーン闘達の採用 特 定フ。ンなどの条例指定外の温宮効果ノスの削減などを記入してく,

京都府城揚市平川広日87-5 中島工業株式会社

化 対 策 条切1傷18粂 常 1項 `資 18条第 2項  衛 18会常 a増 )の 導 官 に よ り得 出 章 十

特定事業者の
主たる業種

プラステ ックカBI品 の製造販売

該当する事業
者要件

序 京都府地球温暖化対策条例施行規貝」第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換
算して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第9号該当事業者 (大規模連送事業者 (トラック
又はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に換算して3.000トン以上))

「

「

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 エネルギーの消費効率の減少。全部門での環境マネジメン トの導入。原材料の肖」滅 と廃乗物排出量の肖J
減。

推 進 体 制 社長を筆唄 とす る環現推進委員会を発足 し地球温暖化対策に取 り組む体制を構築 し社員全員 で取 り組

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

年 唐 設 槍 、 対象  正 終 筆 百ヤ 国  内  容

17へ13 1会社全体 有害物資及び具気対策として既故機雛梅式脱臭芸置を導入。18年12月に生産繊及び脱具芸置増段。

18 1`9 1会社全体 19年10月にlS914001取得に向けて取 り組む (18年10月`クタル、18年10月外部議師による勉強会開始)

会社全体 者しい環境lRI面の拙山 (lr12月 )

会社全体 1月に環境改善の計画害発行し全社にて削減の取り組み開五

製造部門 EE散撚焼式脱実装置の魔熱を再利用できる泌みの改善を2基計画

温宣効果ガス
の排出量等 排出区分

基準年度 (実績 )

( 17 )年 度
(二瑠 ヒ使森速毎 (t))

日解 年 度 (計 凹 '

( 19 )年 度
く二軸 と決奏強多 くt))

高」研究呂寓

(計画)
(3/6)

A事 業所等排出区分 5,816  t 9,3S4  t 69 9 %

B輸 送草面排出区分 t t
C/n

cそ の他排出区分 = t
e/3

排出合計 | , 1       5 , 8 1 6  = ■z            9,884  t 699 拓

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの肖」滅畳
等

対策等の区分
日標年度 (計画)

等 (二輌 と炭素換年 くt

奈林の保全及び整備 て整臨面積) h a て吸収」ヨr) t

府内産の木材の利用 (利用逮) m' (削減曇)

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

〈党電重) tllh (HJ接畳)

〈熟供給逮) CJ (削滋畳) t

グ リー ン電力の購入 (購入畳) 【wh (自暇 量) t

肖」滅量等合計 t

差5 1排出量

(排出合計―肖Ⅲ法等合計)

基準年度 (実績) 目 F度 (計画) 率 (計画)

5 816  t ●2)―●3)         9,384  t 69 9 9る

特 記 事 強 平成 2年 度
ル、 二酸化″
大きくなり
入を始めた
又平成18年
19年度の二十
平成19年1テ
計画 してい

担

担 当

住

電

フ ア タ

の印咋
ヤー消費堂は電気使用のみであり、そのときの消費電力は1324【“/hであるから重油換算340キリフト

:索換算で500tで有つた。平成17年は平成12年と比較すると約10倍となっています、これは会社規模が
設備増設 した事に起園している。特に平成16年12月から有寄物質排出規制に対する燃焼式脱臭装置の導
ことにより■'ルギー消費が多くなりました(平成16年12月に1基、平成17年8月に2基、平成18年3月に1基)
12月に生産機 と燃焼鵬臭装置それぞれ9基の増設があリイオ

・―の消費もそれに伴い多くなります。平成
鍛化炭葉換算が多いのは生産機増設による物です。温室効果ガスの排出量の削減に関しては実質的には
|からの実施となります。具体的な削減計画は、新設 した脱実装置の排熱ユ初ギーを生産機への再利用を
ますA ま たIS014001 けて会社全員で環境問題に取り組みを始めた。
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